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論 文

1975年 以降におけるベ トナムの森林政策*

ラ ビ ン ハ イ ハ ー**・ 飯 田 繁***

抄 録

(背景):ベ トナ ムの森 林 面積 は1990年 頃が 最低 で917万haと され,そ の外 に も約1,000万ha

の未 立木 地が 記録 され て い る.こ の数値 が妥 当 な もの とす るな ら,10数 年 間 に236万haの

森 林 が増 えた ことにな る.増 加 に は2っ の理 由 が考 え られ る。一つ は統計 様 式や制 度 の違

い に伴 う増 加(実 質 は増 加 して いな い),他 の一 つ は最近 にお ける森 林造 成政 策 に よる実

質 的 な増加 で あ る.筆 者 らは後 者 と想 定 し,そ の理 由 を解 明 しよ うと本研 究 に着 手 した,

(研究 目的):ベ トナ ムの森 林政 策 は激 変 の 中で進 め られ た.ま ず,1975年 に南 北が 統一 さ

れ,社 会 主義 体制 の下 で10年 余 りが経 過 した.そ の期 間 に多 くの森 林 が喪 失 された が,90

年 代以 降,森 林 は 回復基 調 に向 かい つつ あ る.多 くの発展 途上 国 にお い て森 林が劣 化 ・減

少 す る 中で,森 林 が回復 してい くこ とは 重要 な こ とで あ る.そ こで,本 研 究 はベ トナ ムに

お け る森 林 回復 の理 由 を明 らかにす るこ とを 目的 とす る.

(研究 方法):ベ トナ ム は長 い 戦争 を経 験 した 後,資 本 主義 的 な生 産関係 のあ った南 部 を統
一 し

,社 会 主義 的 な生産 関係 を作 り,さ らにそれ を変 更す る とい う歴 史的 な事 業 を遂行 し

てき た.林 業 もそ の一環 で あ り,制 度 面 の変 更が 重要 な課題 とな っ た.そ こで何 よ りもま

ず 法律,通 達,行 政 システ ム等 に着 目 し,ベ トナ ム の林業 発展 を明 らか に しよ うとす る も

ので あ る.

(研究 結果):1975年 の統 一後,南 部 地域 に も社会 主義 的 シス テ ムが導 入 され た.森 林 は国

有 化 され,国 営の森 林管 理署 が設 立 され,林 業生 産の 主要 な担 い 手 とな った 。他方,農 村

で は合 作社 が導 入 され た.し か し,農 林 業の み な らず,多 くの産 業が停 滞 的 で,経 済 は縮

小傾 向に あっ た.当 然 の こ とな が ら,植 林 活 動 は広が らず,逆 に 天然 林の 伐採 や 開墾 が広

が っ たた め,1976年 か ら1990年 まで の15年 間 に200万ha以 上 の森 林 が減 少 した.こ の 時期

にお け る主要 な林業 問題 は,森 林 減少 を どの よ うに阻 止す るかで あ ったが,入 植 政 策 に よ

る農地 の拡 大,少 数 民族 等 に よる焼畑 移動 耕 作 の存在,植 林や 再 生 を伴 わな い伐採 な どの

た め に成果 を上 げ る ことがで きなか った.こ の よ うな状 況 の 中で,1992年,327プ ログ ラ

ムが発 表 され,残 され た森林 を保護 す る とと もに,未 立木 地 に対 して 大規 模 な森林 再 生 ・

修 復計 画 が策 定 され た.さ らに1997年 には,い わ ゆ る 「500万ha国 家植 林 計画 」が 公表 さ

れ た.2010年 まで に500万haの 造林 を行 い,森 林率 を現 在 の28%か ら43%に 高 め る とい う

計 画 で あ り,環 境保 護,経 済 開発,林 業振 興,貧 困 対策 が 目的 で あっ た.こ の 「500万ha

国 家植 林計 画」 に は住民 参加 が不 可欠 で あ り,そ の仕組 み を制 度 ・政策 面 か ら明 らか に し

た.
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1.は じ め に

ベ トナムの国土の総面積は329 ,247㎞であ り,国 土の3/4は 山岳地域である.国 境は中国 ・

ラオス ・カンボディア と接す る.1999年 のベ トナムの総人 口は7,973万 人で,そ の うち,

Kinh族 が86%を 占め,平 野部分に居住 してい る.残 りの14%は,53に 分類 され る少数民

族で,北 部山地から西南平野までの広い範囲に分布 している.気 候は温帯,亜 熱帯,熱 帯

に属 し,天 然林を基調とする森林資源が分布 している.森 林には熱帯性常緑広葉樹林,落

葉広葉樹林,そ してマングローブ林な ど多様な内容が含まれている.森 林が多く残ってい

る地域は,北 部山岳地域,中 部高原,北 中部沿岸などであるが,森 林率が高 く,天 然林が

多 く残っているのは中部高原である(表 一1,図 一1参照).

表1:地 域別森林面積(2002年)
Table 1 Forest area by regions (in 2002)

全 国

紅 河 デ ル タ

北 部 山 岳 地 域

北 中 部 沿 岸

中 部 沿 岸

中 部 高 原

東 南 部

メ コ ン デ ル タ

*資 料:ベ トナ ム統 計年鑑2002年 版

ところで,1976年 に南北統一後,ベ トナムは新国号に 「ベ トナム社会主義共和国」を採

用 している.中 央政府は南部で土地改革を実行 し,農 業では国営農場,合 作社を南部にも

展開する.森 林,林 地は原則 として国有(全 人民有)と なる.全 国の森林,林 地を管理 ・

開発するため,1976年,ハ ノイ中央政府は林業省を設置 し,中 央政府管轄の下に省に林業

所,地 区に農業委員会(農 林水産を含む),コ ミューンに林業委員会 とい う林業行政組織

を作 った.社 会 主義 的 な森 林 経 営 を行 うた め,国 営森 林 管 理署

を設置 した.1989年 には全国に413森 林管理署が配置 されていた.

1976～1985年 の10年 間における林業活動の主な目的は,① 国営森林管理署,林 産加工企

業,林 業関連のサービス企業などを設置する,② 定住農業,国 内消費(工 業,建 築,製 紙,

加工など)の ために森林を開発する,③ 工業,製 紙用材のために植林する,で あった.

しか し,こ の間に200万haも の森林が減少 した.そ れは社会主義 システムの欠陥と認識

され,1986年 ドイモイ政策(刷 新政策)で 改革を表明 した.そ の骨子は,私 営企業や個人

に土地利用権を交付すること,外 国投資を呼び込む こと,市 場経済を導入す ること,等 を

基本 とした.森 林政策面では森林の復旧と管理に国民参加 を求め,非 国営企業,世 帯,個

人等に森林の利用権を与え,推 進 しようとするものであった.本 稿では,そ の過程を法律,

通達,管 理組織などの面か ら明らかに しよ うとするものである.

Enterprises  )
 (State Forest



研究方法は,① ハノイの農業農村開発省で,ベ トナムの森林政策,林 業戦略の文献を収

集す る,② 地方のLamDon省 の人民委員会で資料,関 連の文献の収集 などによって森林

交付政策 森林行政組織の実態を分析する,③ その他の文献 資料を集め,と りまとめる,

である.

 Fig.1 Regional man of Viet Nam

図1ベ トナム地域区分図
 http://www.geophysics.dias.iervcd/Pers/vietnam.html

2.森 林の保護および開発法(1991年)

ベ トナムにおいて森林に関する政策が本格的に検討 され るようになるのは,1986年 の ド

イモイ政策以降であり,そ れに基づいて立案 され た最初の本格的な林業政策が1991年 の

「森林の保護および開発法」であった.

この法律が作られた背景は,国 家は統一されたものの森林の減少は止ま らず,木 材生産

も減少傾向にあった点にある.そ のことをベ トナムの森林面積や林業生産の統計が裏付け

ている.つ ま りベ トナムは,資 源の減少が林産物生産の減少に直結 していたのである(表

一2,3参 照).こ うした状況を打開するための第1弾 の政策が1991年 のこの法律である.



表2:ベ トナムの森林面積推移
Table 2 Change of forest area in Viet Nam

表3:森 林伐採量の推移
Table 3 Change of volume of forestry products

*資 料:ヴ ィエ トナム農林業農村開発セクター総合支援計画策定調査

この法律は,社 会主義下において円滑に森林を利用 し,持 続的な経営を可能にするため

の仕組み作 りを目指 したものであ り,具 体的には,次 のような内容が含まれていた.① 森

林を区分 し,保 護すべき森林と開発すべき森林を明確にした.② 計画経済下における国家,

省,地 区とい う3段階の行政組織の役割を明確に した.③ 森林の実際の管理者 ・経営者を

どの機関が指示するか明確にした.④ 森林を実際に管理する経営主体の権利 と義務を明確

に した.

2.1森 林区分

この法律が規定する林地 とは,森 林である土地,植 林が計画 されている樹木のない土地

を指す.国 家は全般的な森林および植林地を管理するが,長 期かつ持続的に森林を保護 し,

開発するため,森 林お よび植林地を機関,組 織 世帯に交付することができるとした.ま

た,政 府は森林を利用 目的により,生 産林,保 護林,特 別利用林の3つ に区分 した.

(1)生 産林 とは,環 境保護 を行いなが ら木材,非 木材林産物,森 林動物の利用を目的 と

して管理 ・経営する森林である.生 産林はさらに,① 製材用材生産林,② 竹生産林,

③非木材林産物生産林の3つ のグループに分類 されている.政 府承認の森林管理計画

に従って,植 林,保 育,木 材等の生産 ・販売に供する森林を,協 同組合,林 業事業体

あるいは個人投資家や農家へ交付できるよ うに した.

(2)保 護林 とは,水 土保全,土 壌浸食防止,自 然災害防止,気 候の調整,自 然環境保護i

等を主な目的とする森林である。保護林はさらに,① 水源涵 養林,② 防風林 ・飛砂防

止林,③ 環境保護林に分類 される.保 護林の機能は,貯 水池の堆積防止,水 力発電施

設の保護,灌漑 設備の保全な どである.ま た,海 岸地域では,防 風や防砂を目的とし

た防災林が計画されている.

(3)特 別利用林 とは,歴 史的文化的な遺跡,美 しい景観地域,レ クリエーシ ョン ・観光



地の保護及び 自然や天然林の生態系,森 林における動植物相の遺伝子資源の保護を目

的 としている.特 別利用林には,国 立公園,自 然保護地区,社 会的文化的遺産の保護,

自然科学に関連す る研究用試験地等が含まれ,① 国立公園,② 自然環境保全林,③ 歴

史的文化的,生 態系保全地域の3つ のグループに分類 されている.

表4:ベ トナムの森林区分別面積(1995)
Table 4 Forest area by institutional types (in 1995)

*資 料:ヴ ィエ トナム農林業農村開発セクター総合支援計画策定調査

2.2森 林及び植林地の交付

森林の保護及び開発法の第9条 では,閣 僚会議 は全国の森林及び植林地の管理を行い,

各レベルの人民委員会は,国 の定める規則,基 準及び計画に従い,そ れぞれの担 当する地

域の森林及び植林地の管理を行 う.そ して,森 林及び植林地の交付を行 う責任機関は,以

下のような役割を担 うことが規定されている.

①閣僚会議議長は,国 家的見地か ら重要な保護林,特 別利用林,生 産林を決定 し,林 業

省附属管理委員会の委員 とその他閣僚を任命す る.

②省の人民委員会議長は,閣 僚会議から認められた国家,地 方レベルの重要性に基づく

保護林,特 別利用林を省附属管理員会に付託する.国 家計画に従って,地 方の生産林

を経済組織,社 会団体,軍 隊,事 業者に交付する.

③地区の人民委員会議長は,省 の決定に従って,生 産林を合作社,集 団生産,個 人に交

付する.

2.3森 林利用者の権利

①交付 された森林 ・植林地において自己の労働及び投資により達成された生産物を相続,

譲渡,販 売する権利を認める.法 に従い,森 林及び植林地を長期に利用する権利を与

える.

②森林,植 林地が回収 された場合,自 己の労働及び投資された成果は時価で保証 され る.

③森林保護 ・回復にかかる技術支援,資 金援助が得 られる.

④交付 された森林 ・植林地にかかる法的権利を国が保証する.ま た,登 録,森 林及び植

林地の利用権証明書が発行 される.

このように 「森林の保護お よび開発法」では,政 府は森林保護,植 林のため,森 林及び

植林地を個人,組 織,国 営企業に交付する.交 付 された森林 ・植林地において 自己の労働

及び投資により達成された生産物を相続,譲 渡,販 売する権利が認められる.

保護林,特 別利用林の管理機関 としては,そ れぞれ保護管理委員会,特 別利用林管理委員

会を設置する.特 別利用林管理委員会は,法 に基づき科学研究,文 化 ・社会,観 光に関連

す る活動が認められる.



3.327プ ログ ラム(1992年)

1992年 に政府は 「No.327プログラム」発表する.そ の目的は,① 裸地 ・禿山に対す る植

林の実行及び現存する森林の保護 と天然林か らの伐採の制御,② 海岸地 ・水系の利用,③

山岳地において焼畑移動耕作をおこなう少数民族の定着と生活の安定にある.こ のプログ

ラムによって,森 林の利用権を国営企業,非 国営企業,世 帯,個 人な どに交付 し,森 林保

護,植 林を促進 しようとするものであった.

1994年 に,政 府は327プ ログラムか ら海岸地,水 系の利用を取 り除いた.

1995年9月,政 府の決議No.556-TTgに よって,327プ ログラムは大幅に改訂 される.こ

の時,少 数民族の定着計画が取 り除かれた.そ して名称 も 「保護林,特 別利用林 における

植林及び森林保護のための国家プログラム」に改訂 された.

政府の評価によれば,327プ ログラムの6年 間(1993-1998年)に 以下のような成果があっ

たと報告 されている.

①個々の世帯 と契約を結んで,約160万haの 国有林が分与 され,森 林火災,森 林の不法

伐採等が抑制 された.

②植林面では,約136万haの 森林復旧を達成 された.そ の うち新植は1998年 末まで66万

haで あ り,外 に天然林の育成が70万ha実 施された.

③446,687世 帯がプログラムに既 に参加 し,そ の うち198,193世 帯が少数民族であった.

しかし,327プ ログラムの実施が主に政府予算であるため,事 業拡大に限界があって,

事業を持続することが困難であった.ま た,林 業政策の欠如 も指摘されていた.

4.土 地 法(1993年)

ベ トナムでは土地はすべて国有(全 人民所有)に されたが,1986年 以降,ド イモイ政策

を採用 し,市 場経済を重視す るようになる.そ れを具体化するためにベ トナム国会は1992

年,憲 法17,18,84条 に基づいて 「土地法」(1993年7月14日)を 制定した.

この土地法によって土地は人民に帰属 し,政 府により統制されることになった.そ して

政府は経営組織,軍 関係団体,国 家企業,大 衆組織,世 帯,個 人に土地を交付できるとし

た.1993年 の土地法は土地利用者に5つ の権利(交 換権,譲 渡権,賃 貸権,抵 当権,相 続

権)を 認めた.社 会主義下においてそれぞれの権利がどのようなものであるか,簡 単にふ

れておきたい.(詳 細な内容は政令17/ND-CPに 規定されている).

(1)交 換権:林 地,住 宅地を利用する世帯 ・個人は生産,生 活を有利にするため,土 地

利用権を交換することができる.

(2)譲 渡権:農 地,植 林用地を利用する世帯 ・個人は,次 の1つ の条件を満たす とき,

譲渡できる.

①生活,生 産,経 営のため,他 の場所に移住するとき.

②職業を変えるとき.

③直接労働が無かったとき.

(3)賃 貸権:1年 生作物の栽培,水 産養殖のために農地を利用する世帯 ・個人は,次 の1

つの条件を満たすとき,賃 貸できる.



①生活が困窮 しているとき.

②職業を変えたが,安 定 しない とき.

③労働力不足のとき.

賃貸の契約期間は3年 を超 えることができない.特 別の困難がある場合,契 約期間の延

長が認められる(10年 を超えることができない).

④ 転貸権:政 府から土地を賃貸する個人 ・世帯は次の条件を満たす とき,転 貸できる.

①賃貸期間の土地利用料を前払 したとき.或 いは残存賃貸期間(5年 間以下)の 土地

利用料を一部支払っているとき.

ただし,契 約された土地の利用目的に従っていなければならない.

(5)相 続権:土 地利用権 を移転する相続人の資格は次の通 りである.

①1年 生作物 ・多年生作物の栽培,水 産養殖のため農地,植 林用地,住 宅地,専 用地

を利用する個人.

②多年生作物の栽培のため農地,植 林用地,住 宅地,専 用地を利用する世帯の構成員.

③政府から賃貸 された土地の利用料を前払い した個人.

政府から1年 生作物の栽培或は水産養殖のため農地を交付された世帯の構成員が死んだ

場合,そ の故人の土地利用権を相続人に移転することはできない.他 の世帯の構成員が引

き続きその土地を利用できる.

なお,こ れに関連 し,1998年 の改正土地法において転貸権,出 資権が加 えられたので,

その点についても触れておきたい.

(1)抵 当権:抵 当権は次のような場合に認 められ る.

①生産 ・経営の資金を受けるために,政 府から農地,林 地を交付された世帯 ・個人は,

ベ トナムの信用機 関において,土 地利用権を抵当にすることが認められる.

②政府か ら賃貸 された土地の土地利用料を前払した個人 ・世帯あるいは残存賃貸期間

の土地利用料の5年 分以下を払っていることが必要である.

③毎年土地賃貸料を払 う個人 ・世帯は,ベ トナム信用機関において,経 営の資金 を受

けるため,土 地に関する財産を抵当にす ることができる.

④住宅地,専 用地を抵当にすることができる.

(2)出 資権:土 地を出資する場合の条件は次のとお りである.

①政府から土地が交付 されること.

②合法的な土地利用権が交付 されていること.

③政府から賃貸 された土地の利用料を前払い している個人 ・世帯あるいは残存賃貸期

間の土地利用料の5年分以下を払っていること.

なお,土 地の交付期間は,1年 生作物の農業,製 塩業,水 産業 目的の場合は20年,多 年

生の作物栽培の場合は50年 である.

5.森 林 ・林地 の交付 政策(1994年)

1994年1月15日,政 令02/CP「 長 期,か っ 安 定 的 に林 業 目的 に利 用 す る た め,組 織,世

帯,個 人 に林 地 を 交 付 す る」 が発 表 され た.そ して,1999年11月16日,こ の 政 令02/CP政

令 が廃 止 され,新 た に163/199/ND-CP「 長 期 か つ 安 定 的 に 林 業 目的 の 利 用 の た め,組 織



世帯,個 人に林地を交付,賃 貸する」が発表された.こ れは土地法施行後における林地交

付政策であ り,そ の要点は次のような内容であった.

5.1林 地交付

土地利用料を徴収 しないで林地を交付 される対象者は,農 林水産養殖 ・製塩業を目的に

する世帯 ・個人,保 護林管理委員会,特 別利用林管理委員会,林 地を交付 され る国営企業

体(そ の交付時点は1999年1月1日 の前),林 業研究場,林 業種子企業,学 校などである.

(1)特 別利用林開発のための林地交付:

①特別利用林を開発するために,政 府は国立公園管理委員会,自 然環境保全管理委員

会,歴 史 ・文化 ・生態系保全管理委員会に林地を交付する.

②森林管理委員会は重要地域で暮らしている世帯 と契約 を結び,保 護(を 委託)す る

ことができる.

③森林管理委員会は生態系回復の地域で暮 らしている世帯と契約を結び,保 護および

植林をす ることができる.

④特別利用林におけるバ ッファーゾーンの林地交付,賃 貸の規定は第8条 の2項 及び第

9条による.

(2)保 護林開発のための林地交付:

①政府は水源涵養 保護林開発のため,林 地を保護林管理委員会に交付 し,管 理 ・保護 ・

開発を行 う.

②政府は重要な水源涵養 保護林,散 在する水源涵養 保護林,防 風林 ・飛砂防止林,波

除林,環 境保護林に分類される保護林を開発するため,林 地を組織 ・世帯 ・個人に

交付 し,保 護 ・植林 ・収穫することができる.

(3)生 産林開発のための林地交付:

政府は林業生産のため,林 地を世帯 ・個人 ・国内組織に交付することができる.

5.2林 地賃貸

政府は林業開発のため,組 織 ・世帯 ・個人,外 国人,外 国組織に林地を賃貸することが

できる.そ の対象林地は次のよ うな土地である.

①生産林 として利用する林地.

②重要な水源保護林および防風林,飛 砂防止林,波 除林,環 境保護林に規定される林

地.

③景観 レクリエーションのための特別利用林地.

5.3交 付,賃 貸 される林地面積

①世帯,個 人 を交付され る林地面積は30haを 超えない.賃 貸 される林地面積は申請

書による.

②省の人民委員会が承認する.

③組織に交付 ・賃貸 される林地面積は計画により政府の機関が決定する。

5.4交 付 ・賃貸期間の規定

①組織に対する林地の交付期間は,政 府機関が認めた計画による.

②世帯,個 人に対す る林地交付期間は,経 営の安定 と長期の利用のため,50年 間とす

る.

③交付期間の終了後,申 請によって,引 き続きその土地の利用が認められる.



ところで,1999年 における森林管理主体別面積を見ると,統 一直後には森林管理署が行

政 と経営を担 う組織であったが,管 理組織等の変更によって,森 林管理署の管理面積比率

は約3割 に低下 し,代 わって約4割 の森林が管理委員会などの多様な管理主体によって管

理 され るようになった.し か し,管 理主体の決まらない森林が3割 弱残 されているのであ

る(表 一5参照).

表5:森 林管理主体別面積(1999年)
Table 5 Forest area by managerial body types (in 1999)

*資 料:ヴ イエ トナム農林業農村開発セクター総合支援計画策定調査

6.森 林 ・林地 の契約 政策(1995年)

1995年1月4日,政 令01/CP「 政府営業体による農林業生産,水 産養殖の 目的に当てる土

地契約」が発表 された.委 託体,請 負体は多様で,全 体像を明確にできないが,委 託体に

は森林管理委員会,企 業,団 体などが含まれる.し か し,現 実には森林管理署などの公的

機関が多く,企 業,団 体が委託体になる例は少ない.他 方,請 負体は世帯と個人である.

現実を見ると森林管理委員会や森林管理署が管轄す る森林を世帯や個人あるいは職員が請

け負 う仕組みになっている.

6.1契 約の原則

①双方(委 託体と請負対象)に 利益を確保する.

②プロジェク トの投資について契約を長期かつ安定化する.

③土地とともに土地の上にある作物,家 畜,財 産 を対象に契約する.

④合意書により契約 を結ぶ.合 意書に委託体 と請負者の利益の分配,双 方の権利 と義

務を明確にし,合 意書の実行 を確実にする.

6.2林 地契約

①委託体は地図と実地面積,現 状,境 界を確認す る.そ して,請 負対象 と契約を結ん

で,合 意書による森林保護,植 生回復,植 林を行 う.

②保護林,特 別利用林の契約期間は50年 間である.生 産林の契約期間は経営の周期に

よる.

6.3保 護林に規定された土地の契約

③最重要保護林および重要保護林の場合,契 約内容は保護,植 生回復,植 林である.

毎年,合 意書に基づき,請 負対象者に報酬を支払 う。

④環境生態保護林,海 岸保護林の場合,森 林保護および植林のために,毎 年,合 意書

に基づき,請 負対象者に報酬を支払 う.

6.4特 別利用林に規定された土地の契約

①保全地域の場合,保 全地域の内側で暮 らしている世帯 と契約を結び,保 護する.毎



年,合 意書に基づき,請 負人に報酬を支払 う.

③生態系回復地域の場合,世 帯 と契約 を結び,保 護および植林する.

④観光,レ ク リエーションのために保護林 ・特別利用林を契約する場合,政 府の別の

政策に従 う.

6.5生 産林に規定された土地の契約

(1)天 然林がある土地の場合,保 護,植 生回復を契約する.

(2)植 林のための土地:

①政府の投資 した人工林がある土地の場合,土 地とその人工林を契約す る.委 託体は

その人工林を投資された価値に基づいた契約を結ぶ.合 意書によって請負対象者は

その価値を委託体に返す.

②植林経費が請負人の資本の場合,伐 採後,請 負対象は返還時に委託体に伐採 した木

を売る.植 林経費が委託体の資本の場合,伐 採後,委 託体に資本を返 し,委 託体に

伐採 した木材を売る.

7.森 林 ・林地を契約,賃 貸,交 付された世帯,個 人の権利

森林保護,植 生回復,植 林,経 済活力,住 民参加,生 活安定のために,2001年 に首相令

178/QD-TTg「 森林 ・林地を賃貸,契 約,交 付された世帯,個 人の権利および義務」が

発表 された.こ のシステムは 日本の国有林が実施 している地元施設制度(特 に共用林野)

と類似するものである.し かし,異 なる点が多 くある.集 落 ぐるみの組織ではなく,地 域

とはまった く関係のない住民が契約することも多い.

7.1林 地を交付された世帯,個 人の権利

(1)森 林保護および開発を目的とする特別利用林

①森林保護,植 生回復,植 林のために,政 府の許可を受けたプロジェク トか ら経費を

得 る.

②研究,文 化,社 会,観 光の活動が認められる.

(2)森 林保護,植 生回復,植 林を目的 とす る保護林

①森林保護,植 生回復,植 林のために,現 行の規定に基づき政府か ら経費を得る.

②現行の規定による非木材の林産物を採取することができる.

③農業農村開発所の許可を得て,枯 れ木,倒 木,病 気の木を収穫 できる.

④森林率が80%に 達するまで,竹 ・ラタンは蓄積の30%を 超 えない範囲で収穫 するこ

とが認められる.

⑤保護林を収穫 することを許可 された後,農 業農村開発所か らの収穫 許可書に従って

保護林の蓄積の20%を 超えない範囲で択伐することができる.世 帯 ・個人はその択

伐 した材積85%-90%を 取得できる.

(3)保 護林を企画する未立木地の林地

①現行の規定に基づき政府から植林 ・手入れ経費を受ける.

②保護林地での植林樹種は農業農村開発所か らの許可に従って多年生作物を主に植え

ることができる.ま た,林 木の間に間作することが認められる.

③農業農村開発所か らの許可に基づ き防護樹,間 作物,間 伐材 を100%収穫 すること



が認められる.し か し,収穫 後,森 林被覆率を60%以 上に保たねばな らない.

④交付 された面積の20%を 超えない範囲で,農 業生産,水 産養殖に利用することが認

められる.

⑤保護林における収穫 を許可された後で,農 業農村開発所の収穫 許可書に従って保護

林の蓄積の20%を 超えない範囲で択伐す ることができる.世 帯 ・個人は税金を払 っ

て,そ の択伐 した材積の90%-95%を 得 られる.

⑥植林経費は個人 ・世帯の資本の場合,毎 年,植 林 した森林蓄積の10%を 超えない範

囲で収穫 することができる.

(4)生 産林を目的 とする天然林

①生産林管理の規則に従って農作物,薬 草を間作 し,家 畜を放 し飼いすることが認め

られる.

②森林保育によって発生する林産物を利用するこが認められる.

③新築家屋を建てる需要がある場合,世 帯 ・個人は地区の人民委員会に申請書を提出

し,1世 帯当た り丸太10㎡ を限度に伐採が認められる.

④生産林を収穫す る時,世 帯 ・個人に交付 される森林状況に基づいて,分 収比率は次

の通 りである.

a)用 材林

一 貧弱林の場合,世 帯 ・個人は100%を 得 られる.

一 再生林(立 木の直径20cm以 下)の 場合,世 帯 ・個人は70-80%を 得られる.

一 豊かな森林あるいは中位林(蓄積100㎡/ha以 上)の 場合,毎 年,世 帯 ・個人は

2%を 得 られ る.

b)ラタン,竹 林

収穫後,世 帯 ・個人は税金を払い,収穫 量の95%を 得 られる.

(5)生 産林を目的 とす る政府の経費による人工林

①生産林管理の規定に従って農作物,薬 草を間作 し,家 畜を放 し飼いにす ることが認

められ る.保 育作業によって発生する林産物の利用が認められ る.新 築家屋を建て

る需要がある場合,世 帯 ・個人は地区の人民委員会に申請書 を提出し,1世 帯当た

り10㎡の丸太を限度に伐採が認められる.

②生産林の収穫 を許可された後,世 帯 ・個人は税金 を払い,収穫 量の75%-85%を 取

得できる.

(6)生 産林 として企画 された未立木地

①植林のために,現 行の規定に従って政府か ら補助金が得 られる.

②植林プロジェク トから補助を得る場合,そ のプロジェク トの規定に従 う.

③植林経費が世帯 ・個人の資本の場合,植 林の目的,企 画樹種(植 生回復あるいは新

規植林),技 術,収穫 を決める権利が認め られる.

④森林から収穫 した林産物は自由に販売流通 させることができる.

⑤交付 される面積の20%を 超えない範囲で,農 業生産,水 産養殖に利用することがで

きる.

7.2林 地を賃貸 された世帯,個 人の権利

(1)生 産林を企画 される未立木地



①植林の 目的,企 画樹種(植 生回復あるいは新規植林),技 術,収穫 を決める権利が

認められる.

②植林プロジェク トからの補助を得る場合,そ のプロジェク トの規定に従 う.

③森林から収穫 した林産は 自由に販売流通 させることができる.

④賃貸 され る面積の20%を 超 えない範囲で,農 業生産,水 産養殖に利用することが認

められる.

(2)景 観,観 光,レ クリエーションの経営を目的とする保護林地,特 別利用林地

①森林の樹冠の下で,政 府機関の許可に従って観光産業の経営,レ ク リエーション施

設に利用することができる.

②保護林,特 別利用林に関する森林法の規定に従 う.経 営活動による環境の汚染,動

植物の生長に悪い影響を与えることを禁止す る.

7.3植 林,保 護,植 生回復を契約 した世帯 ・個人 の権利

(1)特 別利用林における植林,保 護,植 生回復

①植林,保 護,植 生回復のために,世 帯 ・個人は契約書に従って報酬が得られる.

②サービス,観 光活動の参加が認められる.

(2)水 源涵養 林での植林,手 入れ,保 護

①植林,手 入れ,保 護のため政府から経費が得 られる.

②保護林地での植林樹種は農業農村開発所の許可に従って多年生作物を主に植 える.

あるいは林木の問に間作す ることが認め られる.

③100%の 防護樹,間 作物,間 伐材 を収穫 することを認められ る.し か し,収穫 後,

森林被覆率を60%以 上に保たねばな らない.

④非木材の林産物を採取できる.

⑤契約面積の20%(未 立木地)を 超 えない範囲で,農 業生産,水 産養殖に利用するこ

とができる.

⑥森林を収穫 することを許可 された後,農 業農村開発所の収穫 許可書に従って森林の

蓄積の20%を 超 えない範囲で択伐することが認め られる.税 金を払った場合,分 収

比率は次の通 りである.

a)森林保護 ・植生回復のため政府 の補助を得る場合,世 帯 ・個人は80-90%を 得 ら

れる.

b)世帯 ・個人の経費の場合,100%を 得 られる.

c)収穫後の1年以内に世帯 ・個人は自らの経費で再植林 しなければならない.

(3)生 産林の植林,手 入れ,保 護

①植林,手 入れ,保 護のために,現 行の規定に従って委託体か らの経費が得 られる.

②森林の樹冠が閉鎖するまで,農 作物の間作,農 林結合(アグロフォレストリー)に利用するこ

とが認められ る.し かし,森 林の成長に悪い影響を与える行為は禁止 される.

③森林保育によって発生する林産物を利用するこが認められ る.

④森林を収穫す ることを許可された後,税 金を払った場合,分 収比率は次の通 りであ

る.

a)毎年,森 林保護契約された森林蓄積の2-2.5%が 得 られる.

b)植林,手 入れ,保 護の経費が個人 ・世帯負担の場合,毎 年の95%が 得 られる.



8.500万ho国 家 植 林 計 画 お よ び投 資 ・貸 付 政 策

8.1500万ha国 家植林計画

1997年12月 の国会で決議 された 「500万ha森 林造成 国家計画」(表 一6参照)に 基づ き,

1998年 から2010年 の問に300万haの 生産林 と200万haの 保護林お よび特別利用林を造成す

ることが計画 された.こ の議決を受けて,1998年7月 には首相令661号 によって,500万ha

の森林造成に関する具体的な目標,課 題,方 針,実 行体制が策定された.

(1)目 標

①500万haの 新規森林造成お よび既存の森林を保全することにより,国 土の森林率を

43%ま で増や し,さ らなる環境保全,自 然災害の減少,水 源涵養,遺 伝子資源保全,

生物多様性の維持を目指す.

②既存の未立木地を効果的に利用 し,住 民への雇用機会を増大 させる.そ れにより,

貧困緩和,定 耕定住,山 岳地住民の収入増加,経 済的安定に貢献することを目指す.

③国内消費及輸出向けに製紙,合 板,木 材,非 木材産物,薪 炭材用の原材料を供給,

木材加工業の発展,山 岳地域の社会経済の発展および林業分野を国の基幹産業の一

つにすることを目指す.

(2)原 則

①住民が森林の造成,保 全,更 新のための要であ り,森 林から利益を享受する.政 府

はそのために,必 要な法整備,研 究および技術移転,森 林造成を奨励する政策,必

要な資金の投融資,イ ンフラ整備等を行 う.

②既存の森林を保全するには,植 林と天然林施業を有機的に組み合わされなければな

らない.森 林の保全に関わる事業は定耕定住,貧 困緩和をも目標 とす る.

③持続的可能なアグロフォレス トリーシステムを導入することによって,社 会経済と

環境への集積的効果を増加 させる.ア グロフォレス トリーシステムは多 目的な樹種

構成 ・林分構造をもち,加 工業 も含む集約的な技術の活用が望ましい.

④保護林と生産林の植林を,優 先地域 を中心にそれぞれ適切に割 り当てる.集 約植林

と分散植林を効果的に組み合わせる.保 護林の場合,最 重要保護林,流 域,水 源地

での事業を優先する.ま た,水 力発電所,都 市,沿 岸地域や森林再生の急務な地域

も植林を優先する.生 産林の場合,植 林は経済的に価値が高く,環 境保全効果 も期

待できる樹種を優先す るべきである.

⑤植林は関連政令にもとづ き,関 連当局によって承認 されたプロジェク トによって実

行 される.

(3)課 題

①天然林,特 別利用林,重 要保護林,327プ ログラムで造林された保護林,蓄 積が中

程度以上の生産林を保全す る.団 体,世 帯,個 人等へ林地を配分する.

②森林造成:こ の計画の 目標の一つは200万haの 特別利用林 と保護林の造成であ り,

保護林において100万haの 新植 と100万haの 植生回復を行 う.第 二の 目標は,300万

haの 生産林の造成であり,200万haを 紙 パネル,鉱 山用坑木等の原料供給用とし,

100万haを 換金作物や果樹生産用とする.さ らに,未 立木地において,団 体や個人

が分散植林を行 うことを奨励する.



表6:500万ha国 家植 林 計 画

Table 5 5 million hectares national reforestation plan

*資 料:ヴ ィエ トナム国一中南部海岸保全林植林計画基本設計調査

8.2政 府の投資

①継続 してい る327プ ログラムによる200万haの 特別利用林,最 重要保護林,重 要保

護林の保護に関わる経費は年間5万 ドン/haを 超えないものとし,継 続期間は5年 以

内とする.

②植生回復による植林契約 を行 う林地においては,経 費は年間100万 ドン/haと し,

契約期間は6年 間とする.

③最重要,重 要保護林の植林(植 林 と手入れ)に おいて植林実行者は平均250万 ドン

/haの 資金 を受けることができる.生 産林に希少 ・貴重樹種(伐 期が30年 を超 える

樹種 を含む)を 植林す る場合,組 織,世 帯,個 人に対 して1ha当 た り平均200万 ド

ンが援助 される.

8.3投 資貸付

①通常保護林,生 産林(多 年生作物を含む)に おいて植林,植 生回復,保 護を行 う組

織,世 帯,個 人は,国 立投資支援基金,諸 外国および国際機 関のODA,そ の他の

信用財源を低金利で貸付ける基金か らローンが認められ る.

②非政府組織,世 帯,個 人の森林利用者は,銀 行等 より資金を借 りるため,生 産林

(立木など)と 林地利用権を担保 として利用することが認められる.

9.林 業行政組織の変更

9.1中 央政府

1995年10月 に開催 された第9期 第8回 国会において,省 庁の統合が決定された.こ れによ

り農業食品工業省,林 業省,水 利省が統合 され農業農村開発省 となった.農 業農村開発省

は,本 省大臣の下に7人の副大臣が統括す る合計19の 部局からなる.

農業農村開発省の部局のなかで特に林業分野を管轄する部局は,植 林プロジエク トや木材

取引関連事業分野を担当する林業開発局 と,森 林保護 ・管理,林 産物流通に関する政策実

施を監察する森林警察局がある.国 営企業体 としてはベ トナム林業公社 と種子供給会社が

ある.前 者は林業関連の国営企業体の企画調整業務を,後 者は種子 ・肥料な どの生産供給,

輸入業務を行っている.



9.2地 方政府

①省 レベルでは省の人民委員会の中に農業農村開発所がある.農 業農村開発所の林業

開発支局が林業開発局の支援および指導の下に省内の森林造成,開 発および保全な

どに係 る監督機能を司っている.

②地区レベルでは地区の人民委員会の中に農業農村開発担当部局が,地 区の下部行政

単位であるコミューンレベルではコミューン人民委員会の中にコミューン林業委員

会が置かれる.

9.3LamDong省 の事例

天然林の伐採による資源の枯渇が原因で,1990年 以降,ベ トナム政府は天然林の伐採を

制限し,残 された森林の保護を進 めている.さ らに,1999年 首相令187号 「森林管理署の

管理組織の変更」の公布によって,重 要な保護林が5,000ha以 上ある場合,あ るいは全林

地面積に対 して70%以 上の保護林がある場合は,保 護林管理員会に管理主体が変更された.

また,こ れ以外で持続的な森林経営が不可能 とされた森林管理署は森林管理委員会に森林

の管理業務が移 された.

その結果,従 来は国有国営で森林管理署が全ての森林を管理 していたが,そ の比率は3

割に減少 し,約4割 は各種の森林委員会等の管轄 となった.全 国レベルでは表一5のようで

あるが,LamDong省 の場合には表一7のように変わった.

表7:LamDong省 の森林管理の各林業組織(2003年 現在)
Table 7 Forest managing organizations in Lam Dong province (as of 2003)

各地区の人民委員会附属森林管理委員会

軍隊附属森林管理委員会

公安附属森林管理委員会

中央農業 ・農村開発省附属組織

LamDong省 農業農村開発所附属森林管理委員会

森林管理署

*資 料:LamDong省 農業 農村 開発 所 のデ ー タ

①人民委員会附属森林管理委員会:こ の森林管理委員会はLamDong省 の各地区に属

する.そ の内訳は,9つ の森林管理委員会,1つ の公園企業,1つ の森林警察署であ

る.

②軍隊附属森林管理委員会が6つ ある.

③公安附属森林管理委員会が2つ ある.

④中央農業農村開発省附属組織は4つ ある.そ の内訳は,CAT-TIEN国 立公園,林 業

用種子企業,森 林研究センター,DONGNAI製 紙会社である.

⑤LamDong省 農業農村開発所附属森林管理委員会は2つ ある.そ の内訳は,1つ 特別

利用林管理委員会 と水源保護林管理委員会である.

⑥LamDong省 には国営企業体の森林管理署が9つ ある.LamDong省 の人民委員会に

附属 している.森 林保護を行 う外,森 林経営も行っている.



10.お わ り に

1976～1985年,森 林資源を国有化 し,森 林資源管理のため,中 央政府から地方まで林業

行政組織を設立した.社 会主義的生産関係の下で,森 林経営を行 う国営企業(森 林管理署)

を配置 した.

1986年 以降,ド イモイ政策を採用 し,市 場経済を重視することになり,森 林の開発法な

どを公布 し,そ れに取 り組んだ.し か し,社 会主義的土地管理システムが残 されてお り,

土地法やそれに関連す る林業の通達によって新 しい経営主体が創設 された.そ れに併せ,

林業行政組織も改革 され,国 営林業体(森 林管理署)が 大幅に縮小 された.他 方,森 林資

源の再生 と修復のため,1993年 の327プ ログラムに続き,1998年 に大規模な森林資源再生・

修復計画(「500万ha国 家植林計画」)が 発表 され,推 進 された.こ れによって,残 存する

森林の保護および植林政策が実行 され ることになった.残 存する森林の保護は,政 府の管

理 とし,地 域住民と森林保護契約を結び,政 府は年間ha当 た り5万 ドンを住民に支払 うな

どの対策がとられ ることとなった.植 林については,1999年 以降,500万ha国 家植林計画

が進められているが,中 央政府の植林予算は特別利用林 と重要な保護林の植林費用を負担

するのみであ り,生 産林の場合は,非 国家企業,組 織,世 帯,個 人に林地交付政策を実施

し,植 林を行っている.ま た,外 国企業の投資,国 際機 関,NGOな どの援助により植林

を実行 している.

その結果は,1995年 から森林面積は増加するようにな り,2002年 までの8年 間で162.5万

haの 植林が行われた。年平均植林面積は20万haで あった.そ して森林率は,1993年 の28

%か ら2002年 には35%に 上昇 した(表8参 照).

本稿は制度,政 策面を重点に報告 したが,個 々の政策がどのような役割を持ったかにつ

いて十分 に明 らかに しているとはいえない.例 えば,こ の間に急速に森林面積が増加 して

いる地域 と逆に減少 している地域が存在す る.そ うした事実が十分に説明されているとは

言えないので,次 に制度,政 策 と地域の関わ りについて,分 析す る予定である.

表8:年 間の植林面積
Table 8 Annual plantation area since 1976

*資 料:ベ トナ ム統 計年鑑2002年 版
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附 表:林 の 付 任 に る主 な 策

Appendix Main forestry policy since 1991

1991年

1993年

1994年

1月

1995年

森林保護および開
発法

土地法

政令02/cp
「組 織 、世 帯、

個 人 に林地 を 交

付 す る」

政令01/CP
「政府営業体に

おける農林業生

産、水産養殖の
目的に当てる土

地契約」

・長 期 かつ 持 続 的 に森 林保 護 お よび開 発 の た め、森 林 お よび 植 林

地 を機 関、組 織 、世帯 に 交付 す る。
・ベ トナ ムの 森林 を利 用 目的 に よ り、 生産 林 、保 護 林 、 特別 利 用

林 に区分 。
・登録 、森 林及 び植 林地 の利 用権 証 明書 の発行 。

・土 地 は人 民 に帰属 し、政府 に よ り統 制 され る。 政 府 は経 営組 織 、

軍 関係 団 体 、国 家企 業 、 大 衆組 織 、世 帯 、 個人 に土 地 を交 付 で

きる。
・交換 権 、 譲 渡権 、 賃貸 借 権 、抵 当権 、相 続 権 を土 地利 用 者 に認

め た。

・対 象 主体:林 業 事 業 体 、農 林 企業 、 大衆 組 織 、軍 関 係 団体 、 世

帯 、個人
・対象 林地:保 護林 、特 別利 用林 、生 産林(立 木地 、未 立木 地)
・交付 期 間:50年

・土地 証書 、交 換権 、譲 渡権 、抵 当権 、相 続権 を認 めた。

・政府の委託営業体の対象:政 府の森林管理組織、農業管理署、
会社、企業、センター(農 林業、水産養殖の直接営業体)。

・請負の優先対象:① 政府の委託営業体で働いている世帯 ・個人

(社員)。②政府の委託営業体で働いていた世帯 ・個人(定 年退

職者)。③地元住民(合 法定住者)④ 他の地方の住民
・林地契約:植 林経費が請負人の資本の場合、伐採後、請負対象

は委託体に伐採した木材を売る。植林経費が委託体の資本の場
合、伐採後、委託体に資本を返 し、委託体に伐採した木材を売

る。保護林、特別利用林の契約期間は50年間である。生産林の

契約期間は経営の周期による。
・森林保護契約:毎 年、合意書に基づき、請負対象に報酬を支払
う。
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1998年
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1999年

9月

1999年

11 .月

土地法の改正

首相 令661号

「500万haの 森 林

造成 に 関す る具体

的 な 目標 、 課題 、

方針 、実行 体制 」

首 相 令187/1999/

QD-TTg

「森 林 管 理 署 の

管理組 織の変更 」

政 令163/1999/

ND.CP

「長 期 か っ 安 定

的 に林 業 目的 の

利用 の ため 、組

織 、世 帯、個 人

に 林 地 を交 付 、

賃貸 す る」

(1994年1月 政

令02/CPを 改正

す る)

・転 貸 、 出資 とい う権利 を加 え、7つ の 権利 を土 地使 用権 者 に認

めた。
・土地 使用 料 を徴 収 す る土地 使 用権 の交付 と土 地使 用 料 を徴 収 し

ない土 地使 用権 の 交付 お よび 土地 の賃 貸 の3種 類 の形態 が あ る こ

とを明確 にす る。
・土 地使 用 料 を徴 収 しない 土 地 交付 は農 林 業

、水 産 養殖 、製塩 業

及 び公益 目的 の土 地使 用 の場合 で あ る。
・土 地使 用 料 を徴 収 す る土 地 交付 はイ ンフ ラス トラ クチ ャー の建

設 か住宅 用地 の場合 で あ る。
・土地 の国 家 によ る賃 貸 は商 ・工 業用 地 の場合 で あ る

。
・特別利 用 林

、最重 要保 護 林 、重要 保護 林 の保 護 に 関わ る経費 は5

万 ドン/ha/年 を超 えない。 継続 期 間は5年 以内 とす る。
・植 生 回復 に よる植 林 契約 を行 う林 地 に は、政府 は100万 ドン/ha/

年 を支 出 し、契 約期 間 は6年 間 とす る。
・最 重 要

、重 要 保護 林 の植 林(植 林 と手 入 れ)の 場合 、植 林実 行

者 は 平均250万 ドン/haの 投 資 を受 ける。 生 産林 に希 少 ・貴重 樹

種(伐 期 が30年 を超 え る樹 種 を含 む)を 植 林 す る組 織 、世 帯 、

個 人 に対 して政府 は1ha当 た り平 均200万 ドン を援 助す る。
・通 常 保護 林 、 生産 林(多 年 生 作物 を含 む)に お いて 植 林 、植 生

回 復 、保 護 を行 う組織 、世 帯 、個 人 は 、 国立 投資 支 援基 金 、 諸

外 国お よび国 際機 関か らのODA、 そ の他 の信 用 財源 を低金 利 で

ロー ンが受 け られ る。

・非 政府 組 織
、世 帯 、個 人 の 森林 利 用 者 は 、銀行 等 よ りロー ンを

受 け るた め 、生 産 林 と林 地利 用 権 を担 保 と して利 用 す る こ とが

認 め られ る。

・林地 面積 が大規 模 で ま とまっ てい る森 林 管理 署 を持 続 す る
。

・森林 管理 署 は独 立採 算 とす る
。

・重要 な保 護 林 が5000ha以 上 あ る場 合
、 あ るい は全 林 地面 積 に対

して70%以 上 の保 護 林 が あ る場 合 は 、保 護 林 管理 員 会 に変 更 され

る。

・政府 は長期 か つ 安 定的 に林 業 目的 の利 用 の た め
、 土地 利 用料 を

徴 収 しない で組 織 ・世 帯 ・個 人 に林 地 を交付 し、 土地 を賃貸 す

る こ とが で きる。
・土地 利 用料 を徴収 しな い で林 地 を 交付 され る対 象者:① 農 林 水

産 養殖 ・製 塩 業 を 目的 にす る世 帯 ・個 人。 ② 保護 ・特 別利 用 林

の管理 委員 会。 ③ 林 地 を交 付 され た国 営企 業 体。 ④ 林業研 究 場 、

林 業種 子企 業、 学校 な ど。 ⑤ 軍 関係 組 織。
・土地 を賃貸 され る対 象者:世 帯 、個 人 、 国 内の各 組織 、外 国人 、

外 国の組 織。
・交付 面積:世 帯 ・個 人 に交付 され る林地 面積 は30haを 超 えない

。
組織 の場 合 は計画 に よ る。

・交 付期 間:世 帯 ・個人 に交 付す る期 間 は50年 間 で あ る
。 交 付期

間 の終 了 後 、 申請書 に よっ て 、引 き続 きそ の 土地 の利 用 が認 め

られ る。組 織 の場合 は計画 に よ る。
・賃貸 期 間:50年 を超 えない

。
・政府 か ら林地 を交付 ・賃 貸 され た組 織

、 世 帯 、個 人 に は林 地利

用証 書が発 行 され る。
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首相 令178/2001/

QD-TTg

「森 林 ・林 地 を

賃貸 、契 約 、交

付 され た世 帯 、

個人 の権利 お よ

び義務 」

○林 地 を交付 され た世 帯 、個人 の権利
1・特 別利 用林:森 林保 護 の た めに 、 政府 か ら経 費 を得 る。 研 究 、

文化 、社 会 、観 光 の活 動が認 め られ る。
・保 護林:森 林保護 、植 生 回復 のた め に、政府 か ら経 費 を得 る。

非 木材 の 林産 品 、枯 れ 木 、倒 木 、病 気 の 木 な どを取得 す る こ とが

で き る。保 護 林 を収穫 す る こ とを許 可 され た後 、保 護 林 の 蓄積 の

20%を 超 えない 範 囲 で択伐 す る こ とがで きる。 そ の択 伐 した蓄 程

の85%-90%を 得 られ る。
・生 産林 を 目的 とす る天 然林:

一 新 築家屋 を建 て るた めに 、1世 帯 当た り丸太10㎡ を 限度 に伐 採

が認 め られ る。

一 生産 林 を収穫 す る時
、世 帯 ・個人 に交付 され る森 林状 況 に基 づ

いて、分 収比 率は①貧 弱林 の場合 、世帯 ・個 人 は100%を 得 られ る。

② 再 生 林(立 木 の 直 径20cm以 下)の 場 合 、 世 帯 ・個 人 は70-80・/,

を得 られ る。 ③ 豊 か な森 林 あ るい は 中位 林(蓄 積100㎡/ha以 上)

の場合 、毎 年 、世帯 ・個 人 は2%を 得 られ る。

④ ラ タン 、竹 林:収穫 後 、 世 帯 ・個 人 は税 金 を払 った 後 、収穫 量

の95%を 得 られ る。

○植 林 、保護 、植 生 回復 を契約 され た 世帯 ・個 人 の権利
・特別 利 用 林:植 林

、保 護 、植 生 回復 のた め に 、契約 書 に従 っ て

報酬 が 得 られ る。 サー ビス、観 光活 動へ の参 加 が認 め られ る。
・水 源涵養 保 護林:

一 植 林
、手入 れ 、保護 の ため 、政府 か ら経費 が 得 られ る。 防護樹 、

間 作 物 、 間伐 材 を収穫 す る こ とが認 め られ る。 しか し、収穫 後 、

森林 被 覆 率 を60%以 上 に守 らね ば な らな い。 未 立 木 地 の場 合 、契

約 面積 の20%を 超 えない 範 囲 で、農 業 生 産 、水 産養 殖 に利 用す る

こ とが で きる。
一 森林 の蓄積 の20%を 超 えな い範囲 で択伐 す る ことが認 め られ る

。

分収 比 率 は:① 森林 保護 ・植 生回復 のた め政 府 の補 助 を得 る場 合 、

世 帯 ・個 人 は80-90%を 得 られ る。 ② 世 帯 ・個 人 の経 費 の 場 合 、

100%を 得 られ る。④収穫 後1年 の 間 に、世 帯 ・個 人 は 自 らの経 費

で再植 林 しなけれ ばな らな い。
・生 産林:

一 植 林 、 手入 れ 、保護 のた め に、委 託 体 か らの経 費 を得 られ る。

森 林 の樹 冠 の 閉鎖 す るま で、農 作 物 間 作 、農 林結 合 を利 用 す る こ

とが 認 め られ る。 森 林保 育 に よって 発 生す る林産 物 を利 用 す る こ

が認 め られ る。
一 森 林 を収穫 す る こ とを許 可 され た場合

、 ① 毎年 、森 林保 護 契 約

され た森 林 蓄積 の2-2,5%が 得 られ る。② 植 林 、 手 入れ 、保 護 の経

費 は 、個 人 ・世 帯の 資本 の場合 、95%が 得 られ る。

○ 林地 を賃貸 され た世 帯 、個人 の権利
・生 産林 を企 画 され る未 立木 地:① 植 林 の 目的 、 企 画(植 生 回復

あるい は新規植 林)樹 種 、 技術 、収穫 を決 め る権利 が認 め られ る。

②森 林 か ら収穫 した林 産物 は 自由 に流 通 させ る こ とが で き る。 ③

賃 貸 され る面積 の20%を 超 え ない範 囲で 、農 業 生 産 、水 産 養殖 に

利用 す る こ とが認 め られ る。
・観 光 、 レク リエ ー シ ョンの経 営 を 目的 とす る保護 林 地 、 特別 利

用林 地:森 林 の 樹冠 の下 で 、観 光産 業 の経 営 、 レク リエ ー シ ョン

施設 に利 用す るこ とが で きる。

*資 料:ベ トナ ム の森林 政策 の文 献

(2004年12月10日 受 付;2005年3月7日 受 理)



120ラ ビ ン ハ イ ハ ー ら

Summary

 The Viet Nam War has ended in 1976. The Hanoi government attempted to extend 

the socialism system such as collective farm and nationalization of land and natural 

resources to the southern part of the country from that time. Main southern forests 

were also managed by the State Forest Enterprises. However, first decade after end 

of the War, Viet Nam economy has been stagnation. Agricultural production and 

other Viet Nam key industry including forestry couldn't develop during this decade. 

Many forests were cut for exporting logs, for new immigrations, shifting cultivation 

and illegal operations. Over two million hectares treeless mountains has been 

remained in this decade. 

 In December 1986, the government has launched the Doimoi (renovation) policy for 

rehabilitation her economy with introducing marketoriented economic system. Viet 

Nam forest policy has also been changed in line with the Doimoi to import capital, 

manpower and land to forestry sector. Firstly forests were classified following three 

categories, (a) production forest, (b) special use forest and (c) protection forest by the 

Law on Forest Protection and Development in 1991. Purpose of this Law define the 

sites where people can cut trees or not, to attain keeping forests and forestry 

development at once. Secondly the land user's rights have been made clear by the 

Land Law in 1993 and 1998 for allocation forestland to non governmental 

organizations, households and other private sectors. Thirdly detail of economic 

systems were disclosed such as loan systems, subsidiaries for tree planting, sharing 

forest systems and obligations to forest users. Fourthly central government issued 

the Five Million Hectares Reforestation Program. 

 These new policies have been established since 1986 have attracted many people to 

invest their capital and manpower for tree planting, agriculture and agroforestry. 

About two hundreds thousands hectares of forests were made by planting every year 

in this decade. These new forests are efforts of the series of above polices.


